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特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について   

石綿による健康被害の救済に関する法律（平成18年法律第4号）の施行について  

は、平成18年3月17日付け基発第0317003号「石綿による健康被害の救済に関する  

法律の施行（「特別遺族給付金j の支給関係）について」により指示したところで  

あるが、同通達記の2に掲げる対象疾病の認定に当たっては、平成18年2月9日付  

け基発第0209001号「石綿による疾病の認定基準について」の一部を下記のとおり  

とするほかは、同認定基準を準用するものとする。  

記   

記の第3を次のとおり読み替える。  

第3 認定に当たっての留意事項   

1 疾病の特定について  

石綿による疾病については、その診断が困難なものであるため、業務上外の  

判断に当たって、診療録を始めとする各種の医学的資料により疾病を特定する  
づ■  

ことを要するものである。  

〔かしながら、特別遺族給付金については、その根拠法である石綿による健  

康被害の救済に関する法律の目的が、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、  
石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、迅速な救済を図ることと  

されていること、また、特別遺族給付金の支給が平成13年3月26日以前に死亡  

した労働者等に係るものとなるため、確認を要することとなる医学的資料の収   

集が大幅に制限されざるを得ないことから、過去の確定診断手法の実嘩等も考   

慮し、疾病の特定については、特別遺族給付金の支給請求書に鱒付された死亡  

診断書等の記載事項証明書等の記載内容により判断すれば足りるものとするこ  

と。   

2 びまん性胸膜肥厚について  

びまん性胸膜肥厚が業務上疾病として療養の対象となる要件として、上記第  

2の5の（1）のアで「著しい肺機能障害を伴うこと」としたが、これは、じん  

肺法第4条でいう「著しい肺機能障害」と同様であること。  
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